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新規上場銘柄の初値の決定方法等に関する特例措置の導入に伴う 

業務規程等の一部改正について 

 

平成２２年２月２４日 

株式会社東京証券取引所 

 

当取引所は、業務規程等の一部改正を行い、平成２２年３月１日から施行します（詳細につ

きましては、規則改正新旧対照表を御覧ください。）。 

今回の改正は、組織変更による株式会社化を伴い、かつ、株主数が著しく多大である銘柄の

新規上場について、投資者間で大きな情報格差が生じることを回避するなどの観点から、大量

の需給を一括集中して均衡点を求める措置として、当取引所が定める一時点において初値を決

定し、その時点で売買立会を終了するよう、初値の決定方法等に関する特例措置を導入するこ

ととし、業務規程等の一部改正を行うものです。 

改正等の概要は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．概要 

 

１． 初値の決定方法等に関する特例措置の対象銘柄 

・ 初値の決定方法等に関する特例措置の対象は、株主数が上場

時に５０万人以上となる見込みがあり、かつ、保険業法に基

づく相互会社から株式会社への組織変更を伴う直接上場銘

柄のうち、取引所が必要と認める銘柄とします。 

 

２． 特例措置における初値の決定方法等 

（１）売買立会時 

・ 午前立会は行わず、午後立会は、午後０時３０分から３時

までの間において当取引所があらかじめ定める時刻に行い

ます。 

 

（２）初値の決定方法 

・ 売買立会時刻にいわゆる板寄せ方式で初値（約定が成立しない

場合には特別気配表示値段等）を決定し、直ちに売買立会を終了

します。 

 

（３）特別気配の表示 

・ 売買立会終了時に売買が成立しない場合にのみ特別気配の表示

を行います。 

 

（４）呼値の制限値幅の適用 

・ 呼値の制限値幅を設けることとし、上限を基準値段に１０

０分の１３０を乗じて算出した値幅とし、下限を基準値段に
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１００分の２５を乗じて算出した値幅とします。 

・ 新規上場日の呼値の制限値幅の基準値段は発行価格又は

売出価格とし、新規上場日に初値が決定しなかった場合に

は、翌日以降の基準値段は前日の当該銘柄の最終特別気配値

段（前日に最終特別気配値段がない場合には前日の当該銘柄

の基準値段）とします。 

・ なお、制限値段におけるストップ配分は行いません。 

 

３．その他 

・ その他所要の改正を行います。 

 

等 

 

Ⅱ．施行日 

平成２２年３月１日から施行します。 

以 上 

 


